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議案第１１１号 

小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例（昭和３７年小田原市条例第４ 

号）の一部を次のように改正する。 

 第４条の３第２項中「１００分の１６５」を「、６月に支給する場合には１００分

の１６５、１２月に支給する場合には１００分の１７０」に改める。 

第２条 小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第４条の３第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１６５、１２月に支給

する場合には１００分の１７０」を「１００分の１６７．５」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日か

ら施行する。 

 

  令和 ７ 年１１月２８日提出 

 

小田原市長 加 藤 憲 一 

 

（理由） 

人事院勧告及びこれに対する県内の他の地方公共団体の状況を踏まえ、本市の常勤の

特別職職員の期末手当の支給割合を引き上げるため提案するものであります。 


